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&)自転車利用者のみなさん

できるだけ信号機のある
しましよう。

すぐ後ろから横断

からライト点灯を:

自車の存在を

早く知らせることで、

他車や歩行者等に

慎重な行動を促すことが
できます。

cコロロ麗D自転車安全利用五則
(令和4年 11月 1日 中央交通安全対策会議 交通対策本部決定)

0車道が原則、左側を通行
歩道は例外、歩行者を優先 ☆

み

を 1

ん。

自転車運転中の

携帯電話使用等に罰則

走行中、携帯電話等を手で持つて

通話したり、画像を注視すると、

携帯電話使用等(保持)

僣麗D6カ月以下の懲役または10万円以下の罰金

携帯電話等を使用して走行し
交通事故を起こすなどすると、
携帯電話使用等(交通の危険)

僣麗Dl年以下の懲役
または30万円以下の罰金

よ
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，
・

青信号になっても

右・左折車に注意 !

車の動きをよく見て
横断しましょう。

特に右側から

横断してくる
歩行者に注意を!

②交差点では信号と 駐bb
一時停止を守つて、Ⅵ″
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0夜間はライトを点灯

0飲酒運転は禁止
lo)ヘルメットを着用

「酒酔い運転」に加え、

自転車の
「酒気帯び運転」も

罰則対象に

通り過ぎた車

ライトに照らされていない場所に
いないか確認しましょう。

僣西D3年以下の懲役
または50万円以下の罰金

自転車の酒気帯び運転を

譜助した者にも

罰則が適用されます。

根絶:飲酒運転
飲酒運転者|まもちろん、飲酒した人に

車を貸す等の行為をした人も厳罰です。

全ての席でシートベルトを着用 :

こどもには、体に合つたチャイルドシートを
正しく着用させましょう。

酒気帯び運転の禁止

+rE6+11 n1gffirr
令和6年5月 24日公布

改正道路交通法

晏ドライバーのみなさん

痣隋

特定小型原動機付自転車(いわゆる「電動キックボード」
ペダリレ付き原動機付自転車(いわゆる「モペット」)は、

自転車ではありません。

車体の大きさや構造に応じた車両区分の

●ナンバープレートを
取得・表示!

●自賠責保険等に加入!

●乗車用ヘルメット着用!

※電動キックボードは努力義務

」日ヒ

通

卜は、

の
義
務 免許が必要 !

車道通行 !

保安基準を満たしているかを

硝覇忍しましょう。

16歳以上 !

車道通行が原則

新しいモビリティは、区分に応じた交通ルールを守つて乗りましょう。

Fi写
「
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γ゙
不許複製/自 然社

晏歩行者のみなさん

:工去:をしましよう。

※白などの明るい色の

服装も効果的!

てヽも、

※自転車の側面には


